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145

133

油流出事故時における油回収作業等の実施

外国人支援 総務企画局 (公財)福岡よかトピア国際交流財団 157 福岡市災害時外国人情報支援センターの運営等

博多湾漁業権管理委員会 155

九州地域において指定された複数の港湾に大規模な被災を受けた場合の相互支援

福岡市港湾建設協会 151 油流出事故時における油回収作業等の実施、地震・高潮等の災害時の応急復旧工事

港湾空港局 国土交通省九州地方整備局ほか

(社)福岡市土木建設協力会
福岡市土木建設協同組合
(一社)福岡市西部土木建設協力会
(一社)福岡市舗装協会

116

停電の復旧支援【道路下水道局・農林水産局・港湾空港局】

農林水産局 福岡市港湾建設協会 142 防災活動の実施（漁港区域内）

九州電力送配電(株)福岡支社 137

下水道管路施設の復旧支援【道路下水道局・農林水産局】

(公社)全国上下水道コンサルタント協会九州支部 135 下水道施設の復旧支援【道路下水道局・農林水産局】

(公社)日本下水道管路管理業協会

105 地理空間情報及び物品の相互活用等

(一社)福岡防災機構 107

防災活動の実施

防災

財政局 国土交通省国土地理院

(一社)福岡市建設業協会

道路下水道局 排水ポンプ車の運転操作【道路下水道局】

(一社)日本下水道施設業協会 132 下水道施設（機械・電気設備）の復旧支援【道路下水道局】

112

99 一般廃棄物の処理に関する周辺自治体及び衛生施設組合との相互受け入れ

北九州市、熊本市 103 災害廃棄物処理に係る受援調整等の支援
清掃

環境局 福岡市周辺市町村、事務組合

95

みらい水道サービス共同企業体 97

水道局だけでは対応が困難な場合の応急措置等の協力
第一環境(株) 93

89

(財)福岡市水道サービス公社 91

水道の断水等の被害の早期復旧福岡水道協同組合 86

(公社)全国上下水道コンサルタント協会九州支部

福岡市管工事協同組合 83

北九州市・佐賀市・長崎市・熊本市・大分市・宮崎市・鹿児島市・那覇市との相互応援

福岡都市圏自治体・企業団 81
筑紫野市、大野城市等の各水道事業者、福岡地区水道企業団等の各水道用水供給事業者、計21
団体の相互応援

日本水道協会九州地方支部 74

避難者に対する鍼灸・マッサージの施術

給水復旧

水道局 19大都市水道局 72 東京都並びに政令指定都市の相互応援

(一社)福岡市鍼灸師会 70

九州アクアサービス共同企業体

68 災害対策医薬品供給車両を活用した医薬品の供給、防災に係る啓発等

(一社)福岡市獣医師会 66

歯科救護班の救護所等への派遣

(一社)福岡市薬剤師会 62 会員薬剤師の救護所等への派遣

(一社)福岡市歯科医師会 57

福岡市と東脊振村の境界地域における山林火災等が発生した場合の相互応援

医療救護

(一社)福岡市医師会 52
・震度５強以上の地震が発生した場合、自動的に役員及び職員を市災対本部へ派遣
・救護所及び避難所で医療救護活動を行う救護班の派遣

保健医療局

東脊振村、神崎地区消防事務組合 51

国道263号線三瀬トンネルにおける火災、福岡市と三瀬村の境界地域における山林火災が発生した
場合の相互応援

脊振村、神崎地区消防事務組合 50 福岡市と脊振村の境界地域における山林火災等が発生した場合の相互応援

三瀬村、神崎地区消防事務組合 49

犬及び猫に対する救護活動の提供

(学)都築学園第一薬科大学
(一社)福岡市薬剤師会

福岡県内市町村等 45

消防活動に障害となる物件等の除去

福岡都市圏自治体・事務組合 43 春日市、大野城市、筑紫野市、粕屋南部消防組合　他20団体の相互応援

(一社)福岡県解体工事業協会 40

消防局

福岡県福岡地区LPガス協会 36 LPガスによる二次災害等の防止、被害拡大の防止並びに早期復旧を図る

被災市民の避難先、被災状況に関する情報の提供

人人

的的

支支

援援

消防

西部ガス(株) 33

その他 福岡市内郵便局 31

福岡県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合の相互応援

北九州市　ほか 48
九州縦貫自動車道、九州横断自動車道及び東九州自動車道のうち、福岡県内で火災等が発生した
場合の相互応援

九州電力(株) 30

通信設備の優先利用
第七管区海上保安本部 28

九州地方整備局

都市ガスに起因する火災、爆発及び漏えい事故が発生した場合に、これを早期に鎮圧し、被害を最
小限に防止する

29

21 グーグルの災害対応サービスを活用した防災情報発信力の強化

天神・博多駅地区における在留者に対する街頭ビジョンでの情報提供

インターネット
ヤフー(株) 19 ヤフーのサービスを活用した防災情報発信力の強化

Google Ireland Limited（グーグル）

1 避難勧告等の周知徹底等のため、各社の通信設備を優先利用する

街頭ﾋﾞｼﾞｮﾝ ラブエフエム国際放送(株)　ほか４件 9

ページ 【 協 定 の 概 要 】

情情

報報

提提

供供

緊急放送 災対本部室 日本放送協会福岡放送局　ほか10件

【 分 野 】 【所管局・室】 【 協 定 の 相 手 方 】

通信設備

福岡県警察本部 27

災害時相互応援協力・災害時応援協定一覧・目次



ページ 【 協 定 の 概 要 】【 分 野 】 【所管局・室】 【 協 定 の 相 手 方 】

バランス栄養食等の提供大塚製薬(株) 332

資機材等の提供

アスクル(株) 329 飲料水、トイレットペーパー等の日用品や避難所等向け事務用品等の提供

(株)ダイワテック 326

食料品、飲料、炊き出し用材料等の提供

(株)アクティオ九州支店 324 資機材等の供給及び避難所等への搬送、設置

岩田産業(株) 322

作業関係用品、日用品、飲料水、冷暖房機器、電気用品等の供給及び避難所等への搬入

(株)新生堂薬局 320 飲料水、子ども用おむつ、子ども用おしり拭き等の提供

NPO法人コメリ災害対策センター 317

食料、日用品等の供給及び搬送

(株)グッデイ（旧 嘉穂無線(株)） 314 日用品（資材）、衣料等の供給及び避難所等への搬入

309

(株)西友 311

食料品、飲料水、日用品等の供給及び搬送(株)セブン-イレブン・ジャパン 306

(株)ファミリーマート

(株)ローソン 303

282

応急生活物資の供給及び避難所等への搬入

森永製菓(株) 299 菓子等の供給及び避難所等への搬入

福岡県生活協同組合連合会 296

食料品、飲料水、日用品、医薬品等の供給及び避難所等への搬入

イオンストア九州(株) 292 食料品、衣料品、寝具類、食器類、日用品等の供給及び避難所等への搬入

271

施設の被害状況の把握、情報連絡網の構築、リエゾンの派遣 　等

物物

的的

支支

援援

生活
必需品

こども未来局 イオン九州(株)・マックスバリュ九州(株) 288

国土交通省九州地方整備局 286

被災建築物のアスベスト調査

災対本部室 福岡県弁護士会 284 被災者等を対象とした法律相談

環境局 (一社)建築物石綿含有建材調査者協会

住宅都市局 (独)住宅金融支援機構 265
「住宅相談窓口」の開設による、被災した市民からの住宅再建及び住宅ローンの返済に関
する相談への対応

木造応急仮設住宅の建設
福岡県、北九州市、
(一社)全国木造建設事業協会 279

福岡県、北九州市、
(一社)日本木造住宅産業協会 276

応急仮設住宅の建設

福岡県、北九州市、
福岡県建築物災害対策協議会 273 防災・減災、災害緊急活動及び木造応急仮設住宅の建設等

福岡県、(一社)プレハブ建築協会

被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣

陸上自衛隊西部方面隊 215

応急借上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供
に向けた協力福岡県、北九州市、

(公社)福岡県宅地建物取引業協会 269

福岡県、北九州市、
(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会

267

道路施設、河川施設等についての被災状況等の調査、被災施設復旧のための設計業務及
び測量業務

197

福岡県内市町村 194

255 避難所等の公共建築物の清掃・消毒等による環境衛生保持業務

その他

財政局 (一社)福岡市設計測量業協会 257

避難所 災対本部室 (公社)福岡県ビルメンテナンス協会

災害等対応における相互協力

総務省自治行政局公務員部　※要綱 218

広域応援

災対本部室 21大都市 190 食料、飲料水、生活必需物資、被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧、救援及び救
助活動に必要な車両及び舟艇等の提供及び医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣
等

福岡クリスマスマーケット実行委員会 188

災害ボランティアセンターの運営

震度６弱以上の地震等の大規模災害が発生した場合の相互支援

九州市長会　※申合せ 208 九州で大規模災害が発生した場合の相互支援

指定都市市長会　※計画

184

・災害救助並びに災害復旧業務等に従事する、他都市からの応援職員の宿泊施設の確保
・被災した要配慮者の避難場所として活用する宿泊施設の確保
・災害救助並びに災害復旧業務等に従事するため、被災自治体へ派遣される甲の職員の
宿泊施設の確保

ボランティア
災対本部室 (社福)福岡市社会福祉協議会 186

宿泊施設
確保

災対本部室 (株)JTB九州
(株)日本旅行
(株)近畿日本ツーリスト九州
西鉄旅行㈱

180 ・遺体の収容、安置に必要な資機材（内張棺、骨壺等）及び消耗品（ドライアイス等）の提供
・遺体を安置する施設（葬儀式場等）の提供福岡県葬祭業協同組合 182

福岡市が設置する大規模避難所における炊出し等の支援

178

遺体処理
保健医療局 (一社)全日本冠婚葬祭互助協会

遺体の搬送

環境局 福岡市環境事業協会ほか 176
災害廃棄物の収集・運搬

165

九州福山通運(株)福岡支店 167

・物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に関する荷役の提供と指導者の派遣
・物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に必要となる機器（ロールボックス、平パレッ
ト、フォークリフト等）の貸与とその操作者の派遣
・物資の集積拠点と各避難所間の物資の輸送
・物資集積拠点としての営業所等の活用

ヤマト運輸(株)福岡主管支店 163

佐川急便(株)九州支店

159 災害応急業務に必要な資機材・生活物資等の輸送

日本通運(株)福岡支店 161

人人

的的

支支

援援

輸送

災対本部室 (社)福岡県トラック協会

(社)福岡県バス協会

福岡県産業資源循環協会
（(公社)福岡県産業廃棄物協会）

172 被災者、ボランティア、災害応急対策従事者及び資機材等の輸送

保健医療局 (一社)全国霊柩車自動車協会 174



ページ 【 協 定 の 概 要 】【 分 野 】 【所管局・室】 【 協 定 の 相 手 方 】

ららぽーと福岡屋外広場の利用、避難者の受入れ、物資の集積

三井住友信託銀行(株) 494 博多イーストテラス１階エントランスホール等への帰宅困難者の一時受け入れ

博多那珂６開発特定目的会社 492

天神ビジネスセンター１階アトリウム等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡地下街開発(株) 489 天神地下街地下１階広場等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡地所(株)
(株)ジャパネットホールディングス 486

エントランスホール等へ帰宅困難者の一時受け入れ

Tunagu(株) 484 徒歩帰宅者の一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供

三菱地所(株)　他 481

九勧承天寺ビル１階エントランスホール等への帰宅困難者の一時受け入れ

ジーピーエム(株) 478 会議室等へ帰宅困難者の一時受け入れ

九州勧業(株) 475

近鉄博多ビル地下１階広場への帰宅困難者の一時受け入れ

九州旅客鉄道(株) 471
ザ・ブラッサム博多ビルへ他都市からの応援職員及び要配慮者の受け入れ、帰宅困難者
の一時受け入れ

三菱UFJ信託銀行(株) 468

福岡第一法務総合庁舎4階大会議室への帰宅困難者の一時受け入れ

紙与不動産(株) 465 紙与博多中央ビルエントランスホール等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡第一法務総合庁舎管理庁福岡法務局 462

福岡合同庁舎本館１階ロビー、新館１階ロビーへの帰宅困難者の一時受け入れ

長松山　光薫寺 459 光薫寺の広間等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡財務支局 456

福岡第二合同庁舎２階共用第４・５・６会議室の提供

九州農政局福岡支局 453 九州農政局福岡支局第１会議室の提供、食糧・飲料水等の提供

国土交通省九州地方整備局 451

福岡ヤフオク！ドームの利用、避難者の受け入れ、支援物資の受け入れ

福岡市経済観光文化局 449 福岡競艇場の利用、帰宅困難者の受け入れ、物資の集積、離島からの避難者の受け入れ

福岡ソフトバンクホークス(株) 446

ＪＲＪＰ博多ビル地下２階広場、地下２階防災備蓄倉庫の開放、食糧・飲料水等の供給

日本郵便(株) 443 KITTE博多地下１階広場、地下３階防災備蓄倉庫の開放、食糧・飲料水等の供給

九州旅客鉄道(株)
日本郵便(株) 440

シティビル１階エントランスホールの開放

西日本鉄道(株) 438 ソラリアプラザビルゼファ広場の開放、食糧・飲料水等の供給

(同)CBホールディングス 436

グラウンド、体育館または校舎（南区筑紫丘一丁目１番１号）の提供　※災対本部機能の移転

帰宅
困難者
支援

災対本部室 (株)建設技術研究所九州支社 434 シーティーアイ福岡ビル１階会議室の開放

(学)純真学園 433

避難所・
避難場所

等

災対本部室

体育館（中央区輝国一丁目10番10号）の提供

南区災対本部 (学)都築学園 431 体育館（南区玉川町22番1号）の提供

(学)上智学院 430

体育館（中央区警固二丁目８番１号）の提供

(学)福岡雙葉学園 429 体育館（中央区御所ヶ谷７番１号）の提供

(学)筑紫女学園　中学校・高等学校 428

373

体育館３階アリーナ（中央区六本松一丁目12番１号）の提供

福岡高等検察庁 426 法務総合研究所福岡支社の一部（体育館）（中央区小笹一丁目22番47号）の提供

中央区災対本部 (学)福岡大学付属大濠中学校・高等学校 425

グラウンド(博多区住吉四丁目19番１号)及びグラウンド内防火設備の提供

(学)都築学園
(社福)福岡市社会福祉協議会 423 災害ボランティアセンターを設置するための施設の提供等

(学)精華学園 精華女子高等学校 421

(学)西南学院

福岡県立高校15校、特別支援学校２校、スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡）の提供

国土交通省九州地方整備局 414 海の中道海浜公園内施設の提供

福岡県 377

総合体育館の提供

(学)中村産業学園九州産業大学 375 大楠アリーナ2020の提供等

(学)福岡大学

360

仮設トイレの供給、避難所等への搬送、設置
稲尾産業(株) 361

亜細亜通商(株)

367 体育館、備蓄物資保管用スペースの提供

(学)西南学院
(社福)福岡市社会福祉協議会 370 災害ボランティアセンターを設置するための施設の提供等

363 福岡カンツリー倶楽部の提供

(一財)福岡コンベンションセンター 365 マリンメッセ福岡Ａ館・Ｂ館、福岡国際センター、福岡国際会議場の提供

福岡カンツリー倶楽部

仮設トイレ

環境局 (株)レンタルのニッケン

弁当、お茶、飲料水等の提供

南区災対本部 (株)ダイキョープラザ 357 食料品・飲料水・日用品の供給（発災から概ね72時間の範囲）

(株)ほっかほっか亭総本部 354

362

(株)アクティオ九州支店 (324)

345

双日ロイヤルインフライトケイタリング(株) 348

作業関係用品、食料、飲料水、生活必需品、電気用品、調理・暖房機器の提供(株)カインズ 342

大東建託(株)

(株)ナフコ 339

応急措置に必要な資機材等の提供

福岡パッケージ(株) 337 段ボール製簡易ベッド、段ボール製間仕切りの提供

物物

的的

支支

援援

生活
必需品

こども未来局 (一社)日本建設機械レンタル協会 334

弁当、サンドイッチ、お茶等の提供

大日本除虫菊(株) 351 トイレ衛生製品、環境衛生製品（害虫関係）、使い捨てカイロ等の提供
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505 福岡大名ガーデンシティ３階オフィススカイロビー等への帰宅困難者の一時受け入れ

568

564

(株)セブン-イレブン・ジャパン 566

非常用電源として電動車両の提供等

西日本電信電話(株) 555 避難所における特設公衆電話の設置

モバイルバッテリーの提供及びデジタルサイネージによる情報発信

避難所の非常用電源として電動車両の提供等

博多高等学園内の自動販売機内商品の無償提供

福岡市西部地域交流センター、福岡市博多南地域交流センターの自動販売機内商品の
無償提供

(株)メルカリ、(株)メルペイ 578

LINE(株)、LINE　Fukuoka(株) 576

包括連携協定

福岡ソフトバンクホークス(株)
福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株) 562

イオン(株)

ヤフー(株)

572

日本電信電話(株) 570

574

(株)ぐるなび

公民館内の自動販売機内商品の無償提供

そそ

のの

他他

その他

総務企画局 (株)ローソン 560

アビスパ福岡(株)
キリンビバレッジバリューベンダー
(株)

558

原子力防災に係る安全確保災対本部室 福岡県、糸島市、九州電力(株) 580

物物

的的

支支

援援

帰宅
困難者
支援

災対本部室

その他

財政局・災対本部室

福岡市内郵便局

548

三菱グループ 551

日産グループ 544

福岡県トヨタ販売店グループ

(株)ＩNFＯＲＩＣＨ

教育委員会

九州アサヒ飲料販売(株)

市民局

537

地図製品等の供給

アンカー・ジャパン(株) 534 ポータブル電源等の提供

災対本部室 (株)ゼンリン 532

529 福岡市西部地域交流センターの自動販売機内商品の無償提供

ジャパン福岡・ペプシコーラ販売(株) 519

513 生鮮食料品の確保及び市場機能の復旧作業農林水産局 全国中央卸売市場協会

南区災対本部 南区役所内の自動販売機内商品の無償提供

コンフォートホテル博多１階ロビー等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡県石油商業組合

福岡県石油協同組合

(社)福岡市危険物安全協会

509

・徒歩帰宅者の一時休憩所として、給油所における水道水及びトイレの提供
・給油所において、地図等による道路情報、テレビ・ラジオ等のマスメディアで知り得た通行
可能な道路や近隣の避難場所に関する情報の提供
・緊急車両等への優先的な燃料供給
・災害対策上重要な施設等への優先的な燃料供給

東区役所内の自動販売機内商品の無償提供東区災対本部 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 517

早良区災対本部 早良区市民センター内の自動販売機内商品の無償提供

大名プロジェクト特定目的会社

498 エフビル・エフビルウイング１～４階共用部等への帰宅困難者の一時受け入れ

(株)グリーンズ 502

(有)キューベックス



 

  36  223  57  

H22.10.1 TVQ

H20.7.1 CROSSFM
H23.7.1

56

TVQ

CROSSFM

1



 
 

 
 

 
 

 
 
 

H22.10.1 TVQ  
 

H20.7.1 CROSSFM  
H23.7.1  

 
 

 
 

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

12 23  

2



 
 

 
 

 
 

 
 
 

H22.10.1 TVQ  
 

H20.7.1 CROSSFM  
H23.7.1  

 
 

 
 

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

12 23  

3



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

6



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

7



H23. .

8



H23. .

9



20 12  

  

10



20 12  

  

11



20 11 26  

 

12



20 11 26  

 

13



14



15



16



17



18



19



20



21



(1) Google 
(2) 
(3) 

22



(1) Google 
(2) 
(3) 

23



1.  Google Google
120

2.  Google
Google

CD DVD

< > 

1
. .

.

.

2 Google

Google

.

.

.
Google

Google Google
Google Google Google

Google API
Google

Google

. Google

24



1.  Google Google
120

2.  Google
Google

CD DVD

< > 

1
. .

.

.

2 Google

Google

.

.

.
Google

Google Google
Google Google Google

Google API
Google

Google

. Google

25



  

  

26



  

  

27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



 

 

 

 

42



 

 

 

 

43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



DMAT

54



DMAT

55



56



57



58



59



60



61



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

62



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

63



64



65



 

 

 
 

66



 

 

 
 

67



  
  

 
  
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

68



  
  

 
  
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

69



70



71



72



73



 (1     
(2   

10

11

(1)  
(2)  
(3   
(4)  

12
10

 

 
 

   
 

 

 
 

 
36

223
 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

74



 (1     
(2   

10

11

(1)  
(2)  
(3   
(4)  

12
10

 

 
 

   
 

 

 
 

 
36

223
 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

75



 

 

 
(1   
(2)  
(3)  
(4)  
(5   
(6   
(7)  

 
 

 
20

 

 

 
 

 
21

23

 

 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  

 

 
 

 
22

  

13

14

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  

15

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  

16

17

18

19

76



 

 

 
(1   
(2)  
(3)  
(4)  
(5   
(6   
(7)  

 
 

 
20

 

 

 
 

 
21

23

 

 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  

 

 
 

 
22

  

13

14

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  

15

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  

16

17

18

19

77



23

30 11  

30 11  

78



23

30 11  

30 11  

79



)  

) 

( ) 

( )  

  

) 

) 

13  

16  

80



)  

) 

( ) 

( )  

  

) 

) 

13  

16  

81



 
 

 

 
 

 
 

( )
 

( )  
( )

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82



 
 

 

 
 

 
 

( )
 

( )  
( )

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83



84



85



10

11

12

 

28 15  

18 16  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

86



10

11

12

 

28 15  

18 16  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

87



 

88



 

89



90



91



92



93



 

94



 

95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



1.

2.

3.

TEL 092-724-5086 FAX 092-724-5087 
3 15-15 

E-mail f-bousai@mocha.ocn.ne.jp 
 

110



1.

2.

3.

TEL 092-724-5086 FAX 092-724-5087 
3 15-15 

E-mail f-bousai@mocha.ocn.ne.jp 
 

111



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
( ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
( ) 

 
 

 

112



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
( ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
( ) 

 
 

 

113



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

    
 
 

 
 

  
 

114



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

    
 
 

 
 

  
 

115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



    

8 1  

6 16  

132



    

8 1  

6 16  

133



 

134



 

135



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

2 1
 

 
     

 
 

 
 

 
 

5 5  
 

   

136



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

2 1
 

 
     

 
 

 
 

 
 

5 5  
 

   

137



 

138



 

139



 

140



 

141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

160



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

161



10

11

162



10

11

163



3-27-16

164



3-27-16

165



166



167



168



169



170



171



     
     

 10 17
     

172



     
     

 10 17
     

173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



JTB

 

JTB

184



JTB

 

JTB

185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



10  

11  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

210



10  

11  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

211



 
 

 

12  

13  

14  

15  

212



 
 

 

12  

13  

14  

15  

213



214



215



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

216



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

276



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

277



278



279



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

280



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

281



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

    
 

 
 

 

284



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

    
 

 
 

 

285



286



287



9 11  

 

13 21

 

288



9 11  

 

13 21

 

289



9 11

13 21

290



9 11

13 21

291



 
 

 
 

 
10

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

292



 
 

 
 

 
10

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293



294



295



 
10  

 
 

11

 
 

 
12

 
 

 
13

 

 

 
 

 
14

 

 
 
 

 
15  

 
 

16  
 

 
17  

 
 

18  
 

 
 
 
                            
 
                              

 
 
                              
 
                                    
                                      

 

296



 
10  

 
 

11

 
 

 
12

 
 

 
13

 

 

 
 

 
14

 

 
 
 

 
15  

 
 

16  
 

 
17  

 
 

18  
 

 
 
 
                            
 
                              

 
 
                              
 
                                    
                                      

 

297



298



299



300



301



 

302



 

303



13 1

14 1

  

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
10

 
 

 
11

 
 

 
12

 
 
 

304



13 1

14 1

  

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
10

 
 

 
11

 
 

 
12

 
 
 

305



306



307



 
 
 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

   
 

COO   
 

308



 
 
 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

   
 

COO   
 

309



310



311



312



313



11

 

10

  

314



11

 

10

  

315



316



317



318



319



320



321



 
 

31 3 31
30

1  
 

 

 
 
 

2 1
  

 
 
 

30 11 15   
 
 

8 1  
 

  
 
 
 

26 39  
 

 

 

  
 

 
1  

 
 

 
2  

  1  
2  
3  
4  

 
 

3 1  
 

  
 

  
4  

 

 
 

  
5  

2  
 

 
  

6

 
 

 

 

322



 
 

31 3 31
30

1  
 

 

 
 
 

2 1
  

 
 
 

30 11 15   
 
 

8 1  
 

  
 
 
 

26 39  
 

 

 

  
 

 
1  

 
 

 
2  

  1  
2  
3  
4  

 
 

3 1  
 

  
 

  
4  

 

 
 

  
5  

2  
 

 
  

6

 
 

 

 

323



                                      
                                            
                                            

                                      

 
  
  

 

 
 

 

324



                                      
                                            
                                            

                                      

 
  
  

 

 
 

 

325



 

326



 

327



  1 ASKUL Logi PARK  
2-2-1  

328



  1 ASKUL Logi PARK  
2-2-1  

329



 

 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

2 1
  

 
 
 

  
 
 

8 1  
 

  
 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

 
 

 

6

 
 

 

 
 

 

 
 

 
3 31

30
1  

 
 

 

 
 
 

330



 

 
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

2 1
  

 
 
 

  
 
 

8 1  
 

  
 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

 
 

 

6

 
 

 

 
 

 

 
 

 
3 31

30
1  

 
 

 

 
 
 

331



 

332



 

333



334



335



336



337



36 223

1  
2

 

338



36 223

1  
2

 

339



 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

11

12

13

14

15

15  

10  

340



 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

11

12

13

14

15

15  

10  

341



10

11

12

13

14

15

36 223

1  
2  

 

342



10

11

12

13

14

15

36 223

1  
2  

 

343



 

 
 
 

36 223

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1  
2  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

344



 

 
 
 

36 223

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1  
2  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

345



10

11

12

13

14

15

12 22  

16  

346



10

11

12

13

14

15

12 22  

16  

347



10

11

12

13

14

15

10 14  

1  

36 223

1  
2

 

30

348



10

11

12

13

14

15

10 14  

1  

36 223

1  
2

 

30

349



36 223

1  
2

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

350



36 223

1  
2

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

351



12 10  

11  

352



12 10  

11  

353



   
10

 
 

 
11

 
 

 
12

 

 
 

 
13

 
 

 
14 31

30 
 

 
 

15
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3 10  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

36 223

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1  
2  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

354



   
10

 
 

 
11

 
 

 
12

 

 
 

 
13

 
 

 
14 31

30 
 

 
 

15
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3 10  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

36 223

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1  
2  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

355



 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

356



 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

357



358



359



2

360



2

361



362



363



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

364



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



412



413



（避難場所への誘導） 

第７条 避難場所への人及び車両の誘導については、公園管理者の指示に従い、乙が責任

をもって行うものとする。なお、協力要請があった場合は、甲は、必要に応じて協力す

るものとする。 

（情報の共有） 

第８条 防災に関わる情報（第２条第１項の規定に基づく許可申請等を行う以前に住民等

が避難して来た場合等）は、相互に情報共有を図るものとする。 

２ 情報の共有や災害発生時の迅速な対応を行うことができるよう、緊急連絡網を作成し、

甲乙双方で保管するものとする。なお、連絡先及び担当者等に変更が生じた場合は、そ

の都度修正を行うものとする。 

（その他） 

第９条 本協定の記載事項に疑義が生じた場合または協定に記載のない事項については、

その都度協議し決定するものとする。 

（有効期限） 

第10条 この協定は、締結の日から令和５年３月 31日まで有効とする。なお、期限の１ヶ

月前までに双方から何ら申し出がない場合には、同一条件で次年度も運用するものとし、

翌年度以降も同様とする。 

以上、確認の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各々１通を保有する。 

令和４年３月15日 

甲 住所 福岡市東区大字西戸崎 18番 25号

国土交通省九州地方整備局 

国営海の中道海浜公園事務所長  平塚 勇司 

乙 住所 福岡市中央区天神１丁目８番１号

福岡市長 髙島 宗一郎

災害時における避難場所としての使用に関する協定書（国営海の中道海浜公園） 

 

 

国土交通省九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所（以下「甲」という。）と福岡市

（以下「乙」という。）は、福岡市地域防災計画に基づき、大規模災害発生時に国営海の中

道海浜公園（以下「公園」という。）を避難場所として使用するにあたり、次のとおり協定

を締結する。なお、平成 25年７月 23日付けで締結した協定は廃止する。 

 

（使用範囲） 

第１条 乙が避難場所として使用可能な広場を有する施設の範囲は、原則として、施設名

一覧（別紙）および配置図（別図）に示す範囲とする。ただし、公園の被災状況や福岡

市全域の被災状況等に応じて、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（使用する際の手続き） 

第２条 乙が広場を避難場所として使用する場合は、許可申請書（様式第１号）により、

甲に対し許可申請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、福岡市より公園事

務所へ電話等により協議し承諾を受けるものとし、後日速やかに許可申請を行うものと

する。なお、公園事務所が閉庁日の場合は、電話等により連絡を行うものとする。 

２ 期間を延長する場合においても、前項同様の手続きを行うものとする。 

 

（避難用テント等を設置する際の手続き） 

第３条 避難用テント等を設置する場合は、都市公園占用許可申請書（様式第２号）によ

り、許可申請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、福岡市より公園事務所

へ電話等により協議し承諾を受けるものとし、後日速やかに都市公園法第６条の規定に

基づく許可申請を行うものとする。また、都市公園法施行令第 20条の規定に基づく使用

料の取り扱いについては、その都度協議して決定するものとする。 

２ 期間を延長する場合においても、前項同様の手続きを行うものとする。 

３ 避難用テントが不要となった場合、使用した公園敷地は、原則として、原状に復旧す

るものとする。 

 

（公園内の電力、上下水道等の使用について） 

第４条 乙が公園内の電力、上下水道等を使用した場合の費用は、すべて乙が実費負担す

るものとする。 

 

（たき火、または火気等の使用について） 

第５条 広場でのたき火、または火気等の使用にあたっては、乙の責任において安全管理

等の必要な措置を講じるものとする。 

 

（避難地の標識設置について） 

第６条 乙が公園内に避難場所標識を設置する必要がある場合は、設置者名に福岡市と海

の中道海浜公園を併記するものとし、設置および管理についての費用および責任につい

ては、すべて乙が負うものとする。 
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（避難場所への誘導） 

第７条 避難場所への人及び車両の誘導については、公園管理者の指示に従い、乙が責任

をもって行うものとする。なお、協力要請があった場合は、甲は、必要に応じて協力す

るものとする。 

（情報の共有） 

第８条 防災に関わる情報（第２条第１項の規定に基づく許可申請等を行う以前に住民等

が避難して来た場合等）は、相互に情報共有を図るものとする。 

２ 情報の共有や災害発生時の迅速な対応を行うことができるよう、緊急連絡網を作成し、

甲乙双方で保管するものとする。なお、連絡先及び担当者等に変更が生じた場合は、そ

の都度修正を行うものとする。 

（その他） 

第９条 本協定の記載事項に疑義が生じた場合または協定に記載のない事項については、

その都度協議し決定するものとする。 

（有効期限） 

第10条 この協定は、締結の日から令和５年３月 31日まで有効とする。なお、期限の１ヶ

月前までに双方から何ら申し出がない場合には、同一条件で次年度も運用するものとし、

翌年度以降も同様とする。 

以上、確認の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各々１通を保有する。 

令和４年３月15日 

甲 住所 福岡市東区大字西戸崎 18番 25号

国土交通省九州地方整備局 

国営海の中道海浜公園事務所長  平塚 勇司 

乙 住所 福岡市中央区天神１丁目８番１号

福岡市長 髙島 宗一郎

災害時における避難場所としての使用に関する協定書（国営海の中道海浜公園） 

 

 

国土交通省九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所（以下「甲」という。）と福岡市

（以下「乙」という。）は、福岡市地域防災計画に基づき、大規模災害発生時に国営海の中

道海浜公園（以下「公園」という。）を避難場所として使用するにあたり、次のとおり協定

を締結する。なお、平成 25年７月 23日付けで締結した協定は廃止する。 

 

（使用範囲） 

第１条 乙が避難場所として使用可能な広場を有する施設の範囲は、原則として、施設名

一覧（別紙）および配置図（別図）に示す範囲とする。ただし、公園の被災状況や福岡

市全域の被災状況等に応じて、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（使用する際の手続き） 

第２条 乙が広場を避難場所として使用する場合は、許可申請書（様式第１号）により、

甲に対し許可申請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、福岡市より公園事

務所へ電話等により協議し承諾を受けるものとし、後日速やかに許可申請を行うものと

する。なお、公園事務所が閉庁日の場合は、電話等により連絡を行うものとする。 

２ 期間を延長する場合においても、前項同様の手続きを行うものとする。 

 

（避難用テント等を設置する際の手続き） 

第３条 避難用テント等を設置する場合は、都市公園占用許可申請書（様式第２号）によ

り、許可申請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、福岡市より公園事務所

へ電話等により協議し承諾を受けるものとし、後日速やかに都市公園法第６条の規定に

基づく許可申請を行うものとする。また、都市公園法施行令第 20 条の規定に基づく使用

料の取り扱いについては、その都度協議して決定するものとする。 

２ 期間を延長する場合においても、前項同様の手続きを行うものとする。 

３ 避難用テントが不要となった場合、使用した公園敷地は、原則として、原状に復旧す

るものとする。 

 

（公園内の電力、上下水道等の使用について） 

第４条 乙が公園内の電力、上下水道等を使用した場合の費用は、すべて乙が実費負担す

るものとする。 

 

（たき火、または火気等の使用について） 

第５条 広場でのたき火、または火気等の使用にあたっては、乙の責任において安全管理

等の必要な措置を講じるものとする。 

 

（避難地の標識設置について） 

第６条 乙が公園内に避難場所標識を設置する必要がある場合は、設置者名に福岡市と海

の中道海浜公園を併記するものとし、設置および管理についての費用および責任につい

ては、すべて乙が負うものとする。 
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別図 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙 

施設名一覧 
優先順

位 
場所・施設名 面積(㎡) 

１ 西戸崎近隣グランド 19,000 

２ 雁の巣近隣広場 8,700 

３ マリンワールドエントランス下広場 12,200 

４ ホテル前広場 13,400 

５ 大芝生広場（花の丘東側） 32,100 

６ 大芝生広場（レストハウス前） 24,500 

７ 大芝生広場（ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ場） 14,200 

８ 西口芝生広場 8,100 

９ 子供の広場 10,200 

10 野外劇場（平坦部） 3,200 

11 博多湾パノラマ広場 32,300 

12 西駐車場 A 28,600 

13 西駐車場 B 23,100 

14 西駐車場 C 16,300 

15 海の中道駅口駐車場 11,000 

16 ワンダーワールド駐車場Ａ 5,500 

17 ワンダーワールド駐車場Ｂ 17,500 

  計 279,900 

    

【 備 考 】 

  上記における「優先順位」とは、公園を避難場所として使用する場合に、公園の運営上

の影響が少ない順位であり、実際にどの広場等を避難場所として使用するかについては、

被災状況等に応じて、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。 
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別図 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙 

施設名一覧 
優先順

位 
場所・施設名 面積(㎡) 

１ 西戸崎近隣グランド 19,000 

２ 雁の巣近隣広場 8,700 

３ マリンワールドエントランス下広場 12,200 

４ ホテル前広場 13,400 

５ 大芝生広場（花の丘東側） 32,100 

６ 大芝生広場（レストハウス前） 24,500 

７ 大芝生広場（ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ場） 14,200 

８ 西口芝生広場 8,100 

９ 子供の広場 10,200 

10 野外劇場（平坦部） 3,200 

11 博多湾パノラマ広場 32,300 

12 西駐車場 A 28,600 

13 西駐車場 B 23,100 

14 西駐車場 C 16,300 

15 海の中道駅口駐車場 11,000 

16 ワンダーワールド駐車場Ａ 5,500 

17 ワンダーワールド駐車場Ｂ 17,500 

  計 279,900 

    

【 備 考 】 

  上記における「優先順位」とは、公園を避難場所として使用する場合に、公園の運営上

の影響が少ない順位であり、実際にどの広場等を避難場所として使用するかについては、

被災状況等に応じて、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。 
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様式第２号様式第１号 
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様式第２号様式第１号 
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【緊急連絡網】 

○平日 ９：１５～１８：００

・国営海の中道海浜公園事務所 総務課     ０９２－６０３－１１１２（直通）

・福岡市 市民局防災・危機管理部 地域防災課 ０９２－７１１－４１５６（直通）

     Mail：chiikibousai.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

○上記以外の夜間、休日等

・国営海の中道海浜公園事務所

①総務課長   防災携帯：０９０－２５８７－３９５６ 

Mail：q.s.r-7.2.5-2.1.1@docomo.ne.jp

②調査設計課長 防災携帯：０９０－７９２１－９８０１

Mail：q.s.r-7.2.5-3.5.2@docomo.ne.jp

・福岡市 

①防災・危機管理部携帯（当番係長）：０８０－１７８２－２１８２

Mail：kikikanri-kakarichou@docomo.ne.jp

②防災・危機管理部携帯（当番課長）：０８０－１７８２－２１８３

Mail：kikikanri-kachou@docomo.ne.jp
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【緊急連絡網】 

○平日 ９：１５～１８：００

・国営海の中道海浜公園事務所 総務課     ０９２－６０３－１１１２（直通）

・福岡市 市民局防災・危機管理部 地域防災課 ０９２－７１１－４１５６（直通）

     Mail：chiikibousai.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

○上記以外の夜間、休日等

・国営海の中道海浜公園事務所

①総務課長   防災携帯：０９０－２５８７－３９５６ 

Mail：q.s.r-7.2.5-2.1.1@docomo.ne.jp

②調査設計課長 防災携帯：０９０－７９２１－９８０１

Mail：q.s.r-7.2.5-3.5.2@docomo.ne.jp

・福岡市 

①防災・危機管理部携帯（当番係長）：０８０－１７８２－２１８２

Mail：kikikanri-kakarichou@docomo.ne.jp

②防災・危機管理部携帯（当番課長）：０８０－１７８２－２１８３

Mail：kikikanri-kachou@docomo.ne.jp
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災災害害時時ににおおけけるる施施設設等等のの提提供供協協力力にに関関すするる協協定定  

 
福岡市（以下「甲」という。）と大名プロジェクト特定目的会社（以下「乙」とい

う。）は、乙が所有する施設等の提供協力に関し、次のとおり協定（以下「この協定」

という。）を締結する。 
 

第１条 この協定は、大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙

が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 
（１） 帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停

止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅すること

が困難な者をいう。 
（２） 一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。 
（３） 施設管理者 一時滞在施設を管理する事業者等をいう。 
 

（一時滞在施設の提供と公表） 
第３条 乙は、甲の要請に応じ、乙が所有する施設（福岡市中央区大名二丁目６番５

０号「福岡大名ガーデンシティ」）のうち別表に定める区域について、一時滞在施

設として提供することに合意する。 
（１） 3 階オフィススカイロビー（約 200 ㎡）最大受け入れ人数 100 名 
（２） 3 階カンファレンスラウンジ（約 100 ㎡）最大受け入れ人数 50 名 
（３） 4 階ラウンジ、会議室 4、5（約 210 ㎡）最大受け入れ人数 105 名 
（４） 4 階 VIP 会議室（約 90 ㎡）最大受け入れ人数 45 名 
（５） 前２号に掲げるもののほか、甲の要請時に乙が利用可能と判断した施設等 

２ 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、あら

かじめ公表するものとする。 
 
（開設の要請） 
第４条 甲は、帰宅困難者の一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対し

て前条第１項の区域について、その全部又は一部を一時滞在施設として開設し、運

営することを要請するものとする。 
 
（帰宅困難者の受入） 
第５条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設

への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に

連絡するものとする。 
２ 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するもの

とする。 
３ 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れ

ることができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとす

る。 
４ 受入期間は、原則として３日間とする。 
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災災害害時時ににおおけけるる施施設設等等のの提提供供協協力力にに関関すするる協協定定  

 
福岡市（以下「甲」という。）と大名プロジェクト特定目的会社（以下「乙」とい

う。）は、乙が所有する施設等の提供協力に関し、次のとおり協定（以下「この協定」

という。）を締結する。 
 

第１条 この協定は、大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙

が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 
（１） 帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停

止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅すること

が困難な者をいう。 
（２） 一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。 
（３） 施設管理者 一時滞在施設を管理する事業者等をいう。 
 

（一時滞在施設の提供と公表） 
第３条 乙は、甲の要請に応じ、乙が所有する施設（福岡市中央区大名二丁目６番５

０号「福岡大名ガーデンシティ」）のうち別表に定める区域について、一時滞在施

設として提供することに合意する。 
（１） 3 階オフィススカイロビー（約 200 ㎡）最大受け入れ人数 100 名 
（２） 3 階カンファレンスラウンジ（約 100 ㎡）最大受け入れ人数 50 名 
（３） 4 階ラウンジ、会議室 4、5（約 210 ㎡）最大受け入れ人数 105 名 
（４） 4 階 VIP 会議室（約 90 ㎡）最大受け入れ人数 45 名 
（５） 前２号に掲げるもののほか、甲の要請時に乙が利用可能と判断した施設等 

２ 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、あら

かじめ公表するものとする。 
 
（開設の要請） 
第４条 甲は、帰宅困難者の一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対し

て前条第１項の区域について、その全部又は一部を一時滞在施設として開設し、運

営することを要請するものとする。 
 
（帰宅困難者の受入） 
第５条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設

への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に

連絡するものとする。 
２ 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するもの

とする。 
３ 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れ

ることができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとす

る。 
４ 受入期間は、原則として３日間とする。 
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者に対する損害補償条例（昭和３８年福岡市条例第２３号）の規定に基づき、その

損害を補償する。 
２ 乙が第６条各号に掲げる協力を行う際に、安全配慮義務を果たしたにもかかわ

らず発生した損害の責任は、乙には及ばない。 
 
（備蓄） 
第 12 条 乙は、災害発生時の備蓄物資を地下 1 階および 14 階倉庫に保管するもの

とする。 
２ 前項の規定により備蓄する物資は、次の各号に掲げるものとし、乙は消費期限切

れとなる前に計画的に補充、入替を行う。 
（１） 水 1800L（2L ボトル×900 本） 
（２） 非常食 2700 食 
（３） 毛布 150 人分、サバイバルシート 150 人分 

３ 乙が防災備蓄倉庫に備蓄する物資は、帰宅困難者が使用するものとする。 
 
（定期的な訓練） 
第 13 条 乙は、少なくとも１年に１回、一時滞在施設の開設に係る訓練を行い、開

設に必要な手順や体制を確認するものとする。 
 
（支援） 
第 14 条 甲は、乙が一時滞在施設への帰宅困難者の受入のため、平時から、訓練の

実施等を行う場合において、その支援体制を確立するよう努めるものとする。 
 
（連絡責任者） 
第 15 条 甲、乙はこの協定に基づく協力体制が円滑に推進されるよう、連絡調整及

び指示を行う責任者を予め指定し、本協定締結後速やかにそれぞれ通知する。 
 

（有効期限と見直し） 
第 16 条 この協定の有効期限は締結の日から１年を経過する日までとし、有効期限

の１か月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場

合には、引き続き１年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。 
  
（地位の承継） 
第 17 条 乙は、乙が所有する施設を第三者に譲渡する場合は、乙の責任により、こ

の協定に基づく乙の一切の権利・義務を当該第三者に承継させるものとする。 
２ 前項の規定による権利・義務の承継があった場合においては、乙は、遅滞なく文

書にて甲に通知するものとする。 
３ 前二項の規定にかかわらず、乙は、乙及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社（以下「信

託受託者（ホテル）」という。）の間の 2023 年 3 月 31 日付不動産管理処分信託契

約書並びに乙及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社（以下「信託受託者（複合施設）」と

いい、信託受託者（ホテル）とあわせて「信託受託者」という。）の間の 2021 年

9 月 22 日付停止条件付不動産管理処分信託契約書（その後の変更を含む）に基づ

き、提案施設（旧大名小学校跡地活用事業に関する事業契約書に定義する。）に係

る区分所有権を各信託受託者に譲渡（以下「本信託譲渡」という。）する場合には、

当該各信託受託者に対して、この協定に基づく乙の地位及び権利・義務を提案施設

の共用部分等に係る各信託受託者の共有持分割合（以下「共有持分割合」という。）

 
（支援内容） 
第６条 乙が、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れる場合は、次に掲げる事項の全

部又は一部を行うものとする。 
（１） 帰宅困難者に対し、第５条第１項の受諾をした区域について、一時滞在施

設として開設し運営すること。 
（２） 帰宅困難者に対し、乙が備蓄する飲料水、食料、毛布等を提供すること。 
（３） 施設の自動販売機内の飲料水（900L 分）の提供 
（４） トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行うこと。 
（５） 帰宅困難者に対し、一時滞在施設として開設している旨の表示をすること。 
（６） 前各号に関して必要な人員を確保すること。 
（７） その他乙が帰宅困難者の受入等に関し協力できる事項 

 
（施設の運営） 
第７条 乙は、この協定に定める事項以外の事項については、「一時滞在施設の運営

ガイドライン（福岡市）」に沿って、運営を行うものとする。 
 
（受入の解除） 
第８条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者

の退去を求めることができるものとする。 
（１） 甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなっ

たと判断し、乙に連絡した場合 
（２） 乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、当分の間停電が継続すること

となり、乙が、一時滞在施設としての運用が困難と判断し、甲に連絡して

了承された場合 
（３） 乙の施設管理者が一時滞在施設の安全点検を実施した結果、一時滞在施設

としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承された場合 
（４） その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると

認めた場合 
 

（費用負担） 
第９条 施設の使用料は無償とし、施設の附帯設備の使用に係る光熱水費及び人件

費等の経費並びに第12条に規定する備蓄にかかる経費は、乙が負担する。ただし、

甲からの要請に基づき、第 12 条に規定する備蓄を提供した場合の補充に要する経

費については、甲の負担とする。 
 

（損害賠償） 
第 10 条 乙が第５条第１項の受諾をした場合、又は同条第 3 項の連絡を行い甲に

承諾された場合において、帰宅困難者が施設等に損害を与えた場合の復旧等に係

る経費は、乙が損害を与えた者に直接請求するものとする。この場合において、損

害を与えた者が特定できない場合は、甲、乙が協議の上、経費負担について定める

ものとする。ただし、災害により生じた損害等については、この限りではない。 
 
（災害補償） 
第 11 条 甲は、第６条各号に掲げる支援に関する業務に従事した乙の従業員（乙へ

の協力者を含む。）が損害を受けたときは、災害に伴う応急措置の義務に従事した
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者に対する損害補償条例（昭和３８年福岡市条例第２３号）の規定に基づき、その

損害を補償する。 
２ 乙が第６条各号に掲げる協力を行う際に、安全配慮義務を果たしたにもかかわ

らず発生した損害の責任は、乙には及ばない。 
 
（備蓄） 
第 12 条 乙は、災害発生時の備蓄物資を地下 1 階および 14 階倉庫に保管するもの

とする。 
２ 前項の規定により備蓄する物資は、次の各号に掲げるものとし、乙は消費期限切

れとなる前に計画的に補充、入替を行う。 
（１） 水 1800L（2L ボトル×900 本） 
（２） 非常食 2700 食 
（３） 毛布 150 人分、サバイバルシート 150 人分 

３ 乙が防災備蓄倉庫に備蓄する物資は、帰宅困難者が使用するものとする。 
 
（定期的な訓練） 
第 13 条 乙は、少なくとも１年に１回、一時滞在施設の開設に係る訓練を行い、開

設に必要な手順や体制を確認するものとする。 
 
（支援） 
第 14 条 甲は、乙が一時滞在施設への帰宅困難者の受入のため、平時から、訓練の

実施等を行う場合において、その支援体制を確立するよう努めるものとする。 
 
（連絡責任者） 
第 15 条 甲、乙はこの協定に基づく協力体制が円滑に推進されるよう、連絡調整及

び指示を行う責任者を予め指定し、本協定締結後速やかにそれぞれ通知する。 
 

（有効期限と見直し） 
第 16 条 この協定の有効期限は締結の日から１年を経過する日までとし、有効期限

の１か月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場

合には、引き続き１年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。 
  
（地位の承継） 
第 17 条 乙は、乙が所有する施設を第三者に譲渡する場合は、乙の責任により、こ

の協定に基づく乙の一切の権利・義務を当該第三者に承継させるものとする。 
２ 前項の規定による権利・義務の承継があった場合においては、乙は、遅滞なく文

書にて甲に通知するものとする。 
３ 前二項の規定にかかわらず、乙は、乙及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社（以下「信

託受託者（ホテル）」という。）の間の 2023 年 3 月 31 日付不動産管理処分信託契

約書並びに乙及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社（以下「信託受託者（複合施設）」と

いい、信託受託者（ホテル）とあわせて「信託受託者」という。）の間の 2021 年

9 月 22 日付停止条件付不動産管理処分信託契約書（その後の変更を含む）に基づ

き、提案施設（旧大名小学校跡地活用事業に関する事業契約書に定義する。）に係

る区分所有権を各信託受託者に譲渡（以下「本信託譲渡」という。）する場合には、

当該各信託受託者に対して、この協定に基づく乙の地位及び権利・義務を提案施設

の共用部分等に係る各信託受託者の共有持分割合（以下「共有持分割合」という。）

 
（支援内容） 
第６条 乙が、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れる場合は、次に掲げる事項の全

部又は一部を行うものとする。 
（１） 帰宅困難者に対し、第５条第１項の受諾をした区域について、一時滞在施

設として開設し運営すること。 
（２） 帰宅困難者に対し、乙が備蓄する飲料水、食料、毛布等を提供すること。 
（３） 施設の自動販売機内の飲料水（900L 分）の提供 
（４） トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行うこと。 
（５） 帰宅困難者に対し、一時滞在施設として開設している旨の表示をすること。 
（６） 前各号に関して必要な人員を確保すること。 
（７） その他乙が帰宅困難者の受入等に関し協力できる事項 

 
（施設の運営） 
第７条 乙は、この協定に定める事項以外の事項については、「一時滞在施設の運営

ガイドライン（福岡市）」に沿って、運営を行うものとする。 
 
（受入の解除） 
第８条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者

の退去を求めることができるものとする。 
（１） 甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなっ

たと判断し、乙に連絡した場合 
（２） 乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、当分の間停電が継続すること

となり、乙が、一時滞在施設としての運用が困難と判断し、甲に連絡して

了承された場合 
（３） 乙の施設管理者が一時滞在施設の安全点検を実施した結果、一時滞在施設

としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承された場合 
（４） その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると

認めた場合 
 

（費用負担） 
第９条 施設の使用料は無償とし、施設の附帯設備の使用に係る光熱水費及び人件

費等の経費並びに第12条に規定する備蓄にかかる経費は、乙が負担する。ただし、

甲からの要請に基づき、第 12 条に規定する備蓄を提供した場合の補充に要する経

費については、甲の負担とする。 
 

（損害賠償） 
第 10 条 乙が第５条第１項の受諾をした場合、又は同条第 3 項の連絡を行い甲に

承諾された場合において、帰宅困難者が施設等に損害を与えた場合の復旧等に係

る経費は、乙が損害を与えた者に直接請求するものとする。この場合において、損

害を与えた者が特定できない場合は、甲、乙が協議の上、経費負担について定める

ものとする。ただし、災害により生じた損害等については、この限りではない。 
 
（災害補償） 
第 11 条 甲は、第６条各号に掲げる支援に関する業務に従事した乙の従業員（乙へ

の協力者を含む。）が損害を受けたときは、災害に伴う応急措置の義務に従事した
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に応じて承継させることができ、甲は当該各承継にこの協定の締結をもって承諾

する。なお、本信託譲渡後は、各信託受託者が、この協定に基づく義務を共有持分

割合に応じて履行し、この協定に関して資本的支出その他の費用の負担を要する

場合には、信託受託者は共有持分割合に応じてそれを負担する。また、信託受託者

は、第三者をして、この協定に基づく義務を履行させることができる。 
 
（疑義等に関する協議） 
第 18 条 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、甲乙

協議の上定める。 
 

（協定の正本） 
第 19 条 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。 
 
 
令和５年３月 31 日 
 
 

甲 福岡市中央区天神一丁目８番１号 
福岡市長 髙島 宗一郎 
 

 
 

乙 福岡市中央区天神一丁目 13 番 2 号 
大名プロジェクト特定目的会社 
取締役 藤本 周二  
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に応じて承継させることができ、甲は当該各承継にこの協定の締結をもって承諾

する。なお、本信託譲渡後は、各信託受託者が、この協定に基づく義務を共有持分

割合に応じて履行し、この協定に関して資本的支出その他の費用の負担を要する

場合には、信託受託者は共有持分割合に応じてそれを負担する。また、信託受託者

は、第三者をして、この協定に基づく義務を履行させることができる。 
 
（疑義等に関する協議） 
第 18 条 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、甲乙

協議の上定める。 
 

（協定の正本） 
第 19 条 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。 
 
 
令和５年３月 31 日 
 
 

甲 福岡市中央区天神一丁目８番１号 
福岡市長 髙島 宗一郎 
 

 
 

乙 福岡市中央区天神一丁目 13 番 2 号 
大名プロジェクト特定目的会社 
取締役 藤本 周二  
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災害時における自動販売機商品の無償提供に関する協定書 

 

 福岡市（以下「甲」という。）とジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社（以下「乙」という。）は，

甲乙間において行政財産目的外使用許可書（以下「使用許可」という。）に基づき，乙が「福岡市西部地

域交流センター」（以下「本件施設」という。）に新たに設置する自動販売機（別紙 1）商品（以下「商

品」という。）の災害時における無償提供に関する協定を締結する。 

 
（目的） 

第１条 この協定は，福岡市において地震，風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した

場合に，本件施設の利用者，職員その他の関係者に対し，商品の無償提供が速やかかつ円滑に実施でき

るようにすることを目的とする。 
 
（商品の無償提供） 

第２条 甲は，災害時において，上水道が使用できなくなるなど，商品の無償提供が必要と判断した場合

は，書面により連絡するものとする。ただし，緊急を要する場合その他必要があると認める場合は，口

頭等により連絡し，後日速やかに書面を送付するものとする。 
 
２ 乙は，甲から連絡を受けた時をもって，商品の無償提供を承認したものとし，前項ただし書の規定に

よる場合も同様とする。 
 
３ 乙が無償提供する商品は，当該自動販売機内の在庫本数の終了までとする。 
 
（自動販売機の操作等）  

第３条 乙は，円滑な商品の無償提供にあたり，本件施設内の自動販売機の取扱について甲に必要な助

言を行い，又は自動販売機の操作を行うものとする。 
 
２ 乙は，前項に規定する助言等の履行が不可能になった場合に備えて，必要な物品，操作方法を明記し

た書面等（以下「提出物品等」という。）をあらかじめ甲に提出するとともに，災害時の操作方法等に

ついて甲に教示するものとする。なお，甲は，提出物品等を適切に管理しなければならない。 
 
（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は，使用許可の開始日から満了となる日までとする。ただし，使用許可の期

間を更新する場合は，この協定も同一内容をもって更新するものとする。 
 
（費用負担） 

第５条 この協定の履行に関して必要な費用は，すべて乙の負担とする。 
 
 （指定管理者等に対する措置） 
第６条 《指定管理者（または地元商店街，自治会，民間事業者）施設の場合》乙は，本件施設の管理者

が地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者（または地元商店

街，自治会，民間事業者）である場合についても，甲が本件施設の管理者である場合と同様の取扱とす

る。 
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災害時における自動販売機商品の無償提供に関する協定書 

 

 福岡市（以下「甲」という。）とジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社（以下「乙」という。）は，

甲乙間において行政財産目的外使用許可書（以下「使用許可」という。）に基づき，乙が「福岡市西部地

域交流センター」（以下「本件施設」という。）に新たに設置する自動販売機（別紙 1）商品（以下「商

品」という。）の災害時における無償提供に関する協定を締結する。 

 
（目的） 

第１条 この協定は，福岡市において地震，風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した

場合に，本件施設の利用者，職員その他の関係者に対し，商品の無償提供が速やかかつ円滑に実施でき

るようにすることを目的とする。 
 
（商品の無償提供） 

第２条 甲は，災害時において，上水道が使用できなくなるなど，商品の無償提供が必要と判断した場合

は，書面により連絡するものとする。ただし，緊急を要する場合その他必要があると認める場合は，口

頭等により連絡し，後日速やかに書面を送付するものとする。 
 
２ 乙は，甲から連絡を受けた時をもって，商品の無償提供を承認したものとし，前項ただし書の規定に

よる場合も同様とする。 
 
３ 乙が無償提供する商品は，当該自動販売機内の在庫本数の終了までとする。 
 
（自動販売機の操作等）  

第３条 乙は，円滑な商品の無償提供にあたり，本件施設内の自動販売機の取扱について甲に必要な助

言を行い，又は自動販売機の操作を行うものとする。 
 
２ 乙は，前項に規定する助言等の履行が不可能になった場合に備えて，必要な物品，操作方法を明記し

た書面等（以下「提出物品等」という。）をあらかじめ甲に提出するとともに，災害時の操作方法等に

ついて甲に教示するものとする。なお，甲は，提出物品等を適切に管理しなければならない。 
 
（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は，使用許可の開始日から満了となる日までとする。ただし，使用許可の期

間を更新する場合は，この協定も同一内容をもって更新するものとする。 
 
（費用負担） 

第５条 この協定の履行に関して必要な費用は，すべて乙の負担とする。 
 
 （指定管理者等に対する措置） 
第６条 《指定管理者（または地元商店街，自治会，民間事業者）施設の場合》乙は，本件施設の管理者

が地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者（または地元商店

街，自治会，民間事業者）である場合についても，甲が本件施設の管理者である場合と同様の取扱とす

る。 
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別紙 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

（秘密保持） 
第７条 甲，乙は，本協定の履行を通じて知り得る個人情報を含むすべての情報を秘密とし，国内の法規

に従い適切な取扱いを行う。秘密保持はこの協定の有効期間後も継続する。 
 
（協議） 

第８条 この協定に関して疑義が生じたとき，又はこの協定に定めのない事項については，甲乙協議し

て定めるものとする。 
 
この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自１通を保有する。 

 
平成 31 年３月 15 日 

 
 
                甲  福岡市中央区天神一丁目８番１号 
                   福岡市 

福岡市長  髙島 宗一郎 
 
 
                乙  福岡市博多区金の隈１丁目 36 の２ 
                   ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社 
                   代表取締役 伊藤 博翌 
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別紙 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

（秘密保持） 
第７条 甲，乙は，本協定の履行を通じて知り得る個人情報を含むすべての情報を秘密とし，国内の法規

に従い適切な取扱いを行う。秘密保持はこの協定の有効期間後も継続する。 
 
（協議） 

第８条 この協定に関して疑義が生じたとき，又はこの協定に定めのない事項については，甲乙協議し

て定めるものとする。 
 
この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自１通を保有する。 

 
平成 31 年３月 15 日 

 
 
                甲  福岡市中央区天神一丁目８番１号 
                   福岡市 

福岡市長  髙島 宗一郎 
 
 
                乙  福岡市博多区金の隈１丁目 36 の２ 
                   ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社 
                   代表取締役 伊藤 博翌 
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（秘密保持） 
第７条 甲、乙は、本協定の履行を通じて知り得る個人情報を含むすべての情報を秘密とし、国内の法規

に従い適切な取扱いを行う。秘密保持はこの協定の有効期間後も継続する。 
 
（協議） 

第８条 この協定に関して疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議し

て定めるものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
令和４年３月 31 日 

 
 
                甲  福岡市中央区天神一丁目８番１号 
                   福岡市 

福岡市長  髙島 宗一郎 
 
 
                乙  福岡市博多区金の隈１丁目 36 の２ 
                   ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社 

                    代表取締役 伊藤 博翌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害時における自動販売機商品の無償提供に関する協定書 

 

 福岡市（以下「甲」という。）とジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社（以下「乙」という。）は、

甲乙間において行政財産目的外使用許可書（以下「使用許可」という。）に基づき、乙が「福岡市博多南

地域交流センター」（以下「本件施設」という。）に新たに設置する自動販売機（別紙 1）商品（以下「商

品」という。）の災害時における無償提供に関する協定を締結する。 

 
（目的） 

第１条 この協定は、福岡市において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した

場合に、本件施設の利用者、職員その他の関係者に対し、商品の無償提供が速やかかつ円滑に実施でき

るようにすることを目的とする。 
 
（商品の無償提供） 

第２条 甲は、災害時において、上水道が使用できなくなるなど、商品の無償提供が必要と判断した場合

は、書面により連絡するものとする。ただし、緊急を要する場合その他必要があると認める場合は、口

頭等により連絡し、後日速やかに書面を送付するものとする。 
 
２ 乙は、甲から連絡を受けた時をもって、商品の無償提供を承認したものとし、前項ただし書の規定に

よる場合も同様とする。 
 
３ 乙が無償提供する商品は、当該自動販売機内の在庫本数の終了までとする。 
 
（自動販売機の操作等）  

第３条 乙は、円滑な商品の無償提供にあたり、本件施設内の自動販売機の取扱について甲に必要な助

言を行い、又は自動販売機の操作を行うものとする。 
 
２ 乙は、前項に規定する助言等の履行が不可能になった場合に備えて、必要な物品、操作方法を明記し

た書面等（以下「提出物品等」という。）をあらかじめ甲に提出するとともに、災害時の操作方法等に

ついて甲に教示するものとする。なお、甲は、提出物品等を適切に管理しなければならない。 
 
（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、使用許可の開始日から満了となる日までとする。ただし、使用許可の期

間を更新する場合は、この協定も同一内容をもって更新するものとする。 
 
（費用負担） 

第５条 この協定の履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 
 
 （指定管理者等に対する措置） 
第６条 《指定管理者（または地元商店街、自治会、民間事業者）施設の場合》乙は、本件施設の管理者

が地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者（または地元商店

街、自治会、民間事業者）である場合についても、甲が本件施設の管理者である場合と同様の取扱とす

る。 
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（秘密保持） 
第７条 甲、乙は、本協定の履行を通じて知り得る個人情報を含むすべての情報を秘密とし、国内の法規

に従い適切な取扱いを行う。秘密保持はこの協定の有効期間後も継続する。 
 
（協議） 

第８条 この協定に関して疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議し

て定めるものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
令和４年３月 31 日 

 
 
                甲  福岡市中央区天神一丁目８番１号 
                   福岡市 

福岡市長  髙島 宗一郎 
 
 
                乙  福岡市博多区金の隈１丁目 36 の２ 
                   ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社 

                    代表取締役 伊藤 博翌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害時における自動販売機商品の無償提供に関する協定書 

 

 福岡市（以下「甲」という。）とジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社（以下「乙」という。）は、

甲乙間において行政財産目的外使用許可書（以下「使用許可」という。）に基づき、乙が「福岡市博多南

地域交流センター」（以下「本件施設」という。）に新たに設置する自動販売機（別紙 1）商品（以下「商

品」という。）の災害時における無償提供に関する協定を締結する。 

 
（目的） 

第１条 この協定は、福岡市において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した

場合に、本件施設の利用者、職員その他の関係者に対し、商品の無償提供が速やかかつ円滑に実施でき

るようにすることを目的とする。 
 
（商品の無償提供） 

第２条 甲は、災害時において、上水道が使用できなくなるなど、商品の無償提供が必要と判断した場合

は、書面により連絡するものとする。ただし、緊急を要する場合その他必要があると認める場合は、口

頭等により連絡し、後日速やかに書面を送付するものとする。 
 
２ 乙は、甲から連絡を受けた時をもって、商品の無償提供を承認したものとし、前項ただし書の規定に

よる場合も同様とする。 
 
３ 乙が無償提供する商品は、当該自動販売機内の在庫本数の終了までとする。 
 
（自動販売機の操作等）  

第３条 乙は、円滑な商品の無償提供にあたり、本件施設内の自動販売機の取扱について甲に必要な助

言を行い、又は自動販売機の操作を行うものとする。 
 
２ 乙は、前項に規定する助言等の履行が不可能になった場合に備えて、必要な物品、操作方法を明記し

た書面等（以下「提出物品等」という。）をあらかじめ甲に提出するとともに、災害時の操作方法等に

ついて甲に教示するものとする。なお、甲は、提出物品等を適切に管理しなければならない。 
 
（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、使用許可の開始日から満了となる日までとする。ただし、使用許可の期

間を更新する場合は、この協定も同一内容をもって更新するものとする。 
 
（費用負担） 

第５条 この協定の履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 
 
 （指定管理者等に対する措置） 
第６条 《指定管理者（または地元商店街、自治会、民間事業者）施設の場合》乙は、本件施設の管理者

が地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者（または地元商店

街、自治会、民間事業者）である場合についても、甲が本件施設の管理者である場合と同様の取扱とす

る。 
 
 

527



災害時における自動販売機商品の無償提供に関する協定書 

 

 福岡市（以下「甲」という。）と九州アサヒ飲料販売株式会社（以下「乙」という。）は、甲乙間にお

いて行政財産目的外使用許可書（以下「使用許可」という。）に基づき、乙が「福岡市西部地域交流セン

ター」（以下「本件施設」という。）に新たに設置する自動販売機（別紙 1）商品（以下「商品」という。）

の災害時における無償提供に関する協定を締結する。 

 
（目的） 

第１条 この協定は、福岡市において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した

場合に、本件施設の利用者、職員その他の関係者に対し、商品の無償提供が速やかかつ円滑に実施でき

るようにすることを目的とする。 
 
（商品の無償提供） 

第２条 甲は、災害時において、上水道が使用できなくなるなど、商品の無償提供が必要と判断した場合

は、書面により連絡するものとする。ただし、緊急を要する場合その他必要があると認める場合は、口

頭等により連絡し、後日速やかに書面を送付するものとする。 
 
２ 乙は、甲から連絡を受けた時をもって、商品の無償提供を承認したものとし、前項ただし書の規定に

よる場合も同様とする。 
 
３ 乙が無償提供する商品は、当該自動販売機内の在庫本数の終了までとする。 
 
（自動販売機の操作等）  

第３条 乙は、円滑な商品の無償提供にあたり、本件施設内の自動販売機の取扱について甲に必要な助

言を行い、又は自動販売機の操作を行うものとする。 
 
２ 乙は、前項に規定する助言等の履行が不可能になった場合に備えて、必要な物品、操作方法を明記し

た書面等（以下「提出物品等」という。）をあらかじめ甲に提出するとともに、災害時の操作方法等に

ついて甲に教示するものとする。なお、甲は、提出物品等を適切に管理しなければならない。 
 
（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、使用許可の開始日から満了となる日までとする。ただし、使用許可の期

間を更新する場合は、この協定も同一内容をもって更新するものとする。 
 
（費用負担） 

第５条 この協定の履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 
 
 （指定管理者等に対する措置） 
第６条 《指定管理者（または地元商店街、自治会、民間事業者）施設の場合》乙は、本件施設の管理者

が地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定管理者（または地元商店

街、自治会、民間事業者）である場合についても、甲が本件施設の管理者である場合と同様の取扱とす

る。 
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災害時における自動販売機商品の無償提供に関する協定書 
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別紙 1 福岡市西部地域交流センター
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1.25m 1.25m 1.25m

自販機・コインロッカー室

１１ 階階 図図 面面

詳詳 細細 図図 面面

空空きき容容器器入入れれ

ココ

物件番号③

0.50m

0.45m

（秘密保持） 
第７条 甲、乙は、本協定の履行を通じて知り得る個人情報を含むすべての情報を秘密とし、国内の法規

に従い適切な取扱いを行う。秘密保持はこの協定の有効期間後も継続する。 
 
（協議） 

第８条 この協定に関して疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議し

て定めるものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
令和５年３月 31 日 

 
 
                甲  福岡市中央区天神一丁目８番１号 
                   福岡市 

福岡市長  髙島 宗一郎 
 
 
                乙  福岡県糟屋郡志免町別府３丁目 14 番１号 
                   九州アサヒ飲料販売株式会社 
                   代表取締役社長 笹木 等 
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